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六
一

津
田
秀
夫
文
庫
文
書
目
録
7

河
内
国
丹
北
郡
松
原
村
・
別
所
村
文
書
に
つ
い
て

中
　
井
　
陽
　
一

は
じ
め
に

　

津
田
秀
夫
文
庫
の
文
書
目
録
の
第
七
号
と
し
て
、
河
内
国
丹
北
郡
松
原
村
お
よ
び

別
所
村
（
現
、
大
阪
府
松
原
市
）
の
村
方
文
書
を
取
り
上
げ
る
。
今
ま
で
に
報
告
さ

れ
た
目
録
お
よ
び
解
説
は
、
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

　

第
一
号　

平
野
含
翠
堂
・
土
橋
文
書（

1
）

　

第
二
号　

摂
津
国
住
吉
郡
桑
津
村
文
書（

2
）

　

第
三
号　

和
漢
書
目
録（

3
）

　

第
四
号　

松
代
藩
真
田
家
大
坂
御
用
場
関
係
文
書（

4
）

　

第
五
号　

幕
末
期
の
長
崎
会
所
文
書（

5
）

　

第
六
号　

播
磨
国
赤
穂
郡
若
狭
野
・
浅
野
隼
人
家
関
係
文
書（

6
）

　

津
田
秀
夫
文
庫
の
概
要
お
よ
び
津
田
先
生
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
村
方
文
書
を
取
り
上
げ
た
の
は
、第
二
号
の
桑
津
村
の
み
で
あ
る
が
、摂
津
・

河
内
・
和
泉
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
村
々
の
文
書
が
あ
る
。
な
お
第
四
号
で
、
松
代

藩
関
係
文
書
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
今
回
と
同
じ
別
所
村
の
中
山
家
文
書
の
一
部

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
〔
摂
津
〕
桑
津
村
、
喜
連
村

　
〔
河
内
〕
別
所
村
、
松
原
村
、
植
付
村
、
六
反
村
、
出
戸
村
、
島
泉
村
、
石
原
村

　
〔
和
泉
〕
貝
塚
村
、
池
田
下
村
、
忠
岡
村
、
室
堂
村
、
湊
村
、
中
庄
村

　

こ
れ
ら
全
て
に
つ
い
て
、
す
で
に
整
理
番
号
が
付
け
ら
れ
、
古
文
書
室
研
究
員
の

橋
本
猛
氏
に
よ
っ
て
目
録
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
目
録
に
内
容
を
追
加
し
て
、

添
付
の
目
録
と
し
た
。
目
録
で
同
種
の
文
書
が
離
れ
て
い
る
等
の
こ
と
が
あ
る
が
、

整
理
番
号
順
の
ま
ま
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
部
の
文
書
を
翻
刻
し
て
紹
介
と
す
る

と
と
も
に
、
若
干
の
解
説
を
加
え
た
。
解
説
に
あ
た
っ
て
は
、
筆
者
所
有
の
大
和
国

葛
上
郡
御
所
町
（
現
、
奈
良
県
御
所
市
）
の
文
書
を
参
考
に
し
た
。

一
　
松
原
村
文
書

1
．
概
要

　

江
戸
時
代
の
松
原
村
は
、
上
田
・
新
堂
・
岡
の
三
ヵ
村
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
文

書
は
全
て
上
田
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
上
田
は
現
在
、
近
鉄
南
大
阪
線
の
河
内
松

原
駅
付
近
に
あ
た
り
、
駅
の
北
側
の
長
尾
街
道
で
阿
保
と
接
し
、
駅
の
南
側
に
上
田



六
二

村
絵
図
（
写
真
1
）
に
氏
神
と
書
か
れ
て
い
る
柴
籬
神
社
が
あ
る
。
新
堂
は
駅
の
西

側
、
岡
は
西
南
に
そ
れ
ぞ
れ
位
置
す
る
。『
大
阪
府
の
地
名（

7
）』

に
よ
る
と
、
上
田
は
、

延
宝
検
地
で
は
、
高
八
二
五
石
余
・
反
別
五
一
町
七
反
余
で
、
元
禄
十
一
年
（
一
六

九
八
）
の
家
数
一
三
九
（
う
ち
無
高
四
一
）・
人
数
六
九
五
と
あ
る
。
ま
た
、
同
書

に
は
、「
松
原
村
は
初
め
幕
府
領
、
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
武
蔵
川
越
藩
秋
元
喬

知
領
、
の
ち
秋
元
氏
の
転
封
に
伴
い
出
羽
山
形
藩
領
・
上
野
館
林
藩
領
（
現
、
群
馬

県
館
林
市
）
と
な
り
幕
末
に
い
た
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

文
書
は
、
全
部
で
六
〇
点
で
、
借
用
証
文
が
最
も
多
く
三
一
点
あ
り
、
潅
漑
用
の

池
に
関
す
る
も
の
一
〇
点
、
万
延
元
年
の
献
金
に
関
す
る
も
の
五
点
等
で
あ
る
。

2
．
銀
借
用
証
文

　

借
用
証
文
を
大
別
す
る
と
、
田
地
・
家
屋
敷
を
担
保
と
し
た
質
入
証
文
と
無
担
保

の
預
り
証
文
が
あ
る
。
無
担
保
の
証
文
は
九
点
で
あ
る
が
、
村
役
人
が
借
手
と
な
っ

て
い
る
も
の
が
五
点
で
、
連
名
の
も
の
が
二
点
で
あ
る
。

　

質
入
証
文
に
は
、「
質
物
ニ
相
渡
申
証
文
之
事
」
と
書
か
れ
て
い
る
も
の
と
「
質

物
ニ
差
入
申
証
文
之
事
」
と
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
意
味
の
違
い

を
考
え
る
上
で
参
考
と
な
る
文
書
と
し
て
、
14
―
33
と
14
―
34
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の

翻
刻
を
〔
史
料
1
〕（
写
真
2
）
と
〔
史
料
2
〕（
写
真
3
）
に
示
す
。
こ
れ
ら
は
、

債
権
者
・
債
務
者
・
日
付
が
同
じ
で
あ
る
が
、「
相
渡
」
と
「
差
入
」
と
の
用
語
を

使
い
分
け
て
い
る
。「
相
渡
」
の
方
は
、
田
地
だ
け
で
あ
る
が
、「
差
入
」
の
方
は
、

屋
敷
と
建
物
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
と
用
語
の
意
味
を
考
慮
す
る
と
、「
相

渡
」
は
、「
田
畑
永
代
売
買
禁
止
令
」
の
違
反
を
偽
装
し
た
譲
渡
で
あ
り
、「
差
入
」
は
、

本
当
の
質
入
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
一
例
だ
け

写真 1　上田村絵図
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写真 2　質物ニ相渡証文

写真 3　質物ニ差入証文



六
四

で
云
々
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
更
に
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　

利
足
に
関
し
て
は
、
一
ヶ
月
に
一
分
（
一
％
）
と
い
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

ま
た
、
小
作
料
と
し
て
、
銀
の
額
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
計

算
す
る
と
月
一
分
に
な
る
。
借
用
額
が
少
な
い
場
合
に
は
、
一
分
七
朱
（
一
・
七
％
）

と
い
う
の
が
あ
る
一
方
、
借
用
額
の
多
い
34
―
14
に
は
、「
閏
月
除
壱
ヶ
月
六
朱
宛
」

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
閏
月
を
除
い
て
い
る
の
は
、
借
入
期
間
が
十
年
で
あ
り
、
年

利
を
一
定
に
す
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
文
書
の
日
付
は
、
文

久
元
年
（
一
八
六
一
）
で
あ
る
が
、
借
り
主
は
、
後
述
の
別
所
村
の
天
保
九
年
（
一

八
三
八
）
の
「
加
入
銀
証
文
之
事
」
と
姓
名
ま
た
は
姓
が
同
じ
五
人
で
あ
る
。
別
所

村
に
は
、
こ
の
年
の
加
入
銀
の
証
文
は
な
い
が
、
文
久
元
年
に
も
加
入
銀
の
借
入
が

行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

目
録
の
備
考
欄
に
、
借
入
銀
の
額
と
土
地
の
石
高
か
ら
一
石
当
た
り
の
銀
高
を
計

算
し
た
も
の
を
記
入
し
て
い
る
。
田
畑
の
み
の
も
の
が
七
件
あ
り
、
一
石
当
た
り
銀

一
二
七
目
か
ら
銀
二
四
九
目
の
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
る
が
、
平
均
は
銀
一
六
七
目
で
あ
る
。

中
田
と
す
れ
ば
石
盛
が
一
石
三
斗
で
、
一
反
当
た
り
銀
二
二
〇
目
と
な
り
、
銀
六
〇

目
を
約
一
〇
万
円
と
す
れ
ば
、
現
在
の
貨
幣
価
値
で
、
坪
当
た
り
約
一
二
〇
〇
円
と

な
る
。
屋
敷
を
含
む
も
の
が
四
件
あ
り
、
銀
三
六
六
目
か
ら
銀
二
三
二
六
目
と
大
き

な
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
建
物
の
評
価
の
違
い
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

3
．
万
延
元
年
の
献
金

　

安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
に
焼
失
し
た
江
戸
城
本
丸
の
復
興
の
た
め
の
献
金
に
関

す
る
文
書
が
五
点
あ
る
。
11
―
6
、
34
―
40
、
34
―
41
は
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）

四
月
付
で
、
各
人
の
献
金
額
を
記
載
し
た
も
の
で
、
三
点
と
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ

る
。
最
高
は
、
庄
屋
松
川
太
次
郎
の
二
〇
両
で
、
全
部
で
五
三
件
、
計
金
一
一
二
両

で
あ
る
。
な
お
、
11
―
6
と
34
―
41
は
、
一
両
未
満
の
名
前
が
省
略
し
て
あ
り
、
四

五
件
で
あ
る
。
34
―
41
に
は
、「
三
拾
両　

申
五
月
上
納
、
三
拾
両　

酉
五
月
上
納
、

五
拾
弐
両　

戌
五
月
上
納
」
と
あ
り
、
三
年
間
の
年
賦
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

34
―
42
は
、
献
金
を
願
い
出
た
文
書
で
あ
り
、
翻
刻
を
〔
史
料
3
〕
に
示
す
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
献
金
の
趣
旨
が
分
か
る
。
11
―
13
は
、
持
高
に
比
し
て
多
額
の

献
金
を
し
た
者
の
報
告
で
あ
り
、
翻
刻
を
〔
史
料
4
〕
に
示
す
。

　

御
所
町
に
お
い
て
も
、
同
年
の
閏
三
月
付
で
「
上
金
願
」
と
題
し
た
こ
の
献
金
に

関
す
る
文
書
が
残
っ
て
い
る
。
一
一
四
人
が
計
六
八
三
両
二
分
二
朱
の
献
金
を
し
て

い
る
。
し
か
し
、
一
〇
〇
両
が
二
人
、
七
五
両
・
七
〇
両
が
各
一
人
で
、
四
人
で
計

三
四
五
両
の
献
金
を
し
て
お
り
、
こ
れ
が
約
半
分
で
あ
る
。
こ
れ
を
除
い
て
考
え
る

と
一
人
平
均
二
両
強
で
あ
り
、
上
田
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

4
．
潅
漑
用
の
池

　

池
に
関
す
る
文
書
と
し
て
、
鯉
の
池
：
三
点
（
11
―
88
・
16
―
17
―
1
・
34
―
27
）、

寺
池
：
三
点
（
11
―
50
・
34
―
33
・
34
―
44
）、
ひ
の
か
池
（
絵
図
）
：
一
点
（
34
―
45
）、

下
の
池
（
新
堂
領
）
：
一
点
（
34
―
35
）、
池
守
に
関
す
る
も
の
二
点
（
34
―
24
・
34

―
25
）
が
あ
る
。
写
真
1
に
示
す
上
田
村
絵
図
（
34
―
46
）
に
は
、
寺
池
・
鯉
野
池
・

松
室
池
・
日
野
加
池
・
小
治
加
池
の
五
つ
の
池
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
池

の
現
状
を
調
べ
る
と
、
松
室
池
は
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
寺
池
・
樋
野
ヶ
池
（
文
書

は
「
ひ
の
か
池
」、絵
図
は
「
日
野
加
池
」）
は
大
字
上
田
に
、鯉
野
池
（
文
書
は
「
鯉

の
池
」）
は
大
字
柴
垣
に
、
小
治
ヶ
池
（
絵
図
は
「
小
治
加
池
」）
は
大
字
西
大
塚
に

現
存
し
て
い
る
。
ま
た
、
文
書
に
あ
る
下
の
池
は
、
大
字
新
堂
に
現
存
し
て
い
る
。
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五

　

こ
れ
ら
の
池
は
、
近
隣
の
村
と
共
同
で
使
用
ま
た
は
管
理
が
行
わ
れ
て
い
た
た
め
、

取
り
決
め
が
必
要
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
の
鯉
の

池
に
関
す
る
「
為
取
替
一
札
之
事
」
の
翻
刻
を
〔
史
料
5
〕
に
示
す
。
注
目
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
左
記
の
記
述
で
あ
る
。

新
堂
領
上
田
領
共
、
御
田
地
稲
作
仕
附
之
年
ハ
、
田
毎
作
人
一
同
申
合
稲
作
を

一
同
ニ
仕
附
、
木
綿
作
仕
付
之
年
茂
、
田
毎
作
人
一
同
ニ
申
合
木
綿
作
を
一
同

ニ
仕
付
候
様

　

こ
こ
に
は
、
毎
年
、
作
人
一
同
が
、
稲
作
か
綿
作
に
統
一
す
る
よ
う
に
と
書
か
れ

て
い
る
。
稲
作
は
水
が
必
要
で
あ
る
が
、
綿
作
は
あ
ま
り
水
を
必
要
と
し
な
い
と
さ

れ
て
い
る
。
潅
漑
用
水
の
有
効
利
用
を
考
え
る
と
、
稲
作
と
綿
作
を
適
当
な
割
合
で

作
付
け
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
共
同
規
制
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
申
し
合
わ
せ
を
し
た
理
由
お
よ
び
実
情
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
等
に
つ
い

て
、
更
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
御
所
町
に
お
い
て
は
、
各
自
が
自
由
に

稲
作
と
綿
作
を
選
択
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
年
貢
が
全
て
銀
納
で
あ
っ

た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
て
い
る
。

5
．
五
人
組
に
つ
い
て

　

五
人
組
の
連
帯
保
証
の
あ
り
方
が
分
か
る
文
書
と
し
て
34
―
36
が
あ
り
、
こ
の
翻

刻
を
〔
史
料
6
〕
に
示
す
。
こ
の
文
書
で
五
人
組
は
、
不
如
意
と
な
っ
た
人
の
家
屋

敷
を
引
き
当
て
て
処
理
を
す
る
こ
と
を
引
き
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
11
―
61
の
「
田

地
質
入
証
文
之
事
」
の
中
に
、「
若
切
月
ニ
相
滞
候
ハ
ゝ
、
右
質
物
の
田
地
私
共
引
請
、

銀
子
ニ
而
元
利
共
返
上
納
可
仕
候
」
と
い
う
五
人
組
の
奥
書
が
あ
る
。

　

五
人
組
の
連
帯
責
任
の
実
態
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
文
書
か
ら
、

債
務
者
が
破
綻
し
た
と
き
に
、
債
務
そ
の
も
の
を
負
担
を
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の

五
人
組
が
債
務
処
理
を
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

御
所
町
に
は
、
借
金
を
残
し
て
家
出
し
た
家
出
人
の
後
処
理
に
関
す
る
文
書
が
残

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
家
出
人
の
属
す
る
五
人
組
は
、
残
さ
れ
た
諸
道
具
を

売
り
払
っ
て
、
全
て
の
債
権
者
に
対
し
、
平
等
に
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
余
り
の
配
当
を

し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
諸
道
具
の
売
却
代
金
か
ら
、
処
理
に
か
か
っ
た
費
用
を
控

除
し
て
お
り
、
五
人
組
は
金
銭
の
負
担
を
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
五
人

組
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
興
味
が
あ
る
。

6
．
そ
の
他

　

弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
か
ら
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
ま
で
の
上
田
分
組
勘
定

（
34
―
51
）
が
、
二
十
四
年
分
揃
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
上
田
内
に
あ
る
樋
の
詳
細
・

村
民
の
丈
六
村
に
対
す
る
借
財
の
処
理
・
行
倒
人
の
こ
と
等
の
文
書
が
あ
る
。

二
　
別
所
村
文
書

1
．
概
要

　

別
所
村
は
、
後
述
の
村
明
細
帳
に
よ
る
と
、
高
五
拾
九
石
壱
斗
九
升
四
合
・
四
拾

四
町
三
反
五
畝
四
合
で
あ
る
。
別
所
は
、
近
鉄
南
大
阪
線
の
河
内
松
原
駅
と
恵
我
ノ

荘
駅
の
間
の
北
方
で
、
松
原
市
の
北
端
で
あ
り
、
大
和
川
の
南
側
を
平
行
し
て
流
れ

て
い
る
東
除
川
に
接
し
て
い
る
。

　

文
書
は
、
別
所
村
の
庄
屋
で
、
か
つ
八
上
郡
（
現
、
堺
市
）
の
大
庄
屋
を
務
め
た

中
山
家
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
全
部
で
三
十
三
点
あ
る
が
、
金
融
関
係
の
も
の
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六

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
の
他
、
村
明
細
帳
等
が
含
ま
れ
て
い
る
。

2
．
村
明
細
帳

　

32
―
7
は
、
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
の
別
所
村
の
村
明
細
帳
で
あ
る
。
前
述
の

よ
う
に
、
別
所
村
は
宝
永
二
年
か
ら
館
林
藩
領
に
な
っ
た
の
で
、
館
林
藩
領
編
入
後

の
最
初
の
村
明
細
帳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
松
原
市
史（

8
）』

に
は
、「
中
山
信
正
氏
文

書
」
と
し
て
、
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
の
村
明
細
帳
の
翻
刻
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
比
較
す
る
と
、
村
高
・
反
別
等
は
同
じ
で
あ
る
が
、
家
数
は
、
宝
永
二
年
：

八
三
・
延
享
三
年
：
八
七
、
人
数
は
、
宝
永
二
年
：
四
七
四
・
延
享
三
年
：
四
七
〇

で
あ
る
。

　

こ
の
文
書
に
は
斗
代
と
し
て
、
左
記
上
段
の
通
り
の
石
盛
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
前
章
の
銀
借
用
証
文
か
ら
計
算
し
た
松
原
村
上
田
の
石
盛
を
「
松
（
×
×
）」

と
し
て
、
御
所
町
の
石
盛
を
「
御
（
×
×
）」
と
し
て
記
載
す
る
。

　

上
田　
　
　

壱
石
四
斗　
　
　

松
（
壱
石
五
斗
）�
御
（
壱
石
七
斗
）　　
　

　

中
田　
　
　

壱
石
弐
斗　
　
　

松
（
壱
石
三
斗
）�

御
（
壱
石
五
斗
）　　
　

　

下
田　
　
　

壱
石　
　
　
　
　

松
（
壱
石
壱
斗
）�

御
（
壱
石
三
斗
）　　
　

　

上
畑　
　
　

壱
石
弐
斗　
　
　

松
（
壱
石
三
斗
）�

御
（
壱
石
四
斗
）　　
　

　

中
畑　
　
　

壱
石　
　
　
　
　

な
し�

御
（
壱
石
弐
斗
）　　
　

　

下
畑　
　
　

八
斗　
　
　
　
　

松
（
九
斗
）�

御
（
壱
石
）　　
　
　
　

　

下
々
畑　
　

五
斗　
　
　
　
　

な
し�

御
（
八
斗
）　　
　
　
　

　

屋
敷　
　
　

壱
石
弐
斗　
　
　

松
（
壱
石
三
斗
）�

御
（
壱
石
七
斗
）　　
　

　

右
記
の
よ
う
に
、
石
盛
が
村
に
よ
っ
て
違
っ
て
お
り
、
同
藩
領
で
同
郡
で
あ
る
上

田
と
別
所
で
も
違
っ
て
い
る
。『
地
方
凡
例
録（

8
）』

に
は
、
決
定
方
法
や
田
畑
等
級
の

上
中
下
が
二
劣
り
で
あ
る
等
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
違
い
を
理
解
す
る
た

め
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
今
後
、
検
討
の
必
要
が
あ
る
。

3
．
中
山
家
の
旧
藩
等
に
対
す
る
貸
銀

　
『
御
調
達
勘
定
書
』
は
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
作
成
さ
れ
た
、
旧
領
主
の

旧
館
林
藩
を
含
む
旧
藩
十
七
お
よ
び
津
村
家
・
東
本
願
寺
に
対
す
る
貸
銀
を
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
表
紙
を
写
真
4
に
示
す
。

　
『
国
史
大
辞
典（

10
）』

の
「
大
名
貸
」
の
項
目
に
左
記
の
説
明
が
あ
る
。

明
治
政
府
は
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
三
月
に
藩
債
処
分
方
策
と
新
旧
公
債
証

書
発
行
条
例
を
公
布
し
、
以
下
の
よ
う
に
処
理
し
た
。
天
保
十
四
年
（
一
八
四

三
）
以
前
の
藩
債
は
全
部
棄
捐
、弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
よ
り
慶
応
三
年
（
一

八
六
七
）
ま
で
の
藩
債
は
旧
公
債
証
書
を
交
付
し
、
明
治
五
年
よ
り
無
利
息
五

写真 4　御調達勘定書
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十
ヶ
年
賦
償
還
、
明
治
元
年
よ
り
五
年
ま
で
の
藩
債
に
は
新
公
債
証
書
を
交
付

し
、
四
分
利
付
、
三
ヶ
年
据
置
、
二
十
五
ヶ
年
限
り
償
還
（
以
下
略
）

　

中
山
家
の
文
書
が
作
成
さ
れ
た
の
は
、
右
の
条
例
公
布
の
一
年
前
で
あ
り
、
条
令

作
成
の
た
め
の
下
調
べ
と
し
て
の
提
出
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

貸
付
金
は
旧
館
林
藩
が
最
も
多
く
、
金
三
万
両
弱
で
あ
る
。

4
．
加
入
銀

　

天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
作
成
さ
れ
た
加
入
銀
に
関
す
る
文
書
が
十
二
点
あ
る
。

内
容
は
全
て
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
、「
御
献
御
用
達
銀
六
百
目
の
内
×
×
目
」
と
あ
る
。

二
点
は
中
山
善
右
衛
門
宛
で
、
作
成
者
は
四
名
で
あ
る
が
、
他
の
も
の
は
、
作
成
者

が
中
山
善
右
衛
門
を
含
む
五
名
で
あ
る
。
35
―
9
の
翻
刻
を
〔
史
料
7
〕
に
示
す
。

こ
れ
に
は
「
利
足
七
朱
半
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
も
の
に
は
利
息
の
記
載

が
な
い
。
こ
の
中
山
善
右
衛
門
宛
の
も
の
の
額
は
、
他
の
も
の
に
比
べ
非
常
に
大
き

い
。
こ
れ
ら
は
、
館
林
藩
に
対
す
る
貸
付
金
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
次
節
の
よ

う
に
、
他
の
人
の
貸
付
金
も
中
山
家
が
肩
代
わ
り
し
て
い
る
。
こ
れ
が
前
節
で
述
べ

た
高
額
な
残
高
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

5
．
そ
の
他

　

前
述
の
加
入
銀
の
譲
渡
お
よ
び
そ
の
他
の
債
権
の
譲
渡
の
文
書
が
計
七
点
あ
り
、

六
点
は
中
山
善
右
衛
門
宛
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
領
主
す
な
わ
ち
館
林
藩
に
対
す
る
債

権
で
、
そ
の
内
の
一
点
の
翻
刻
を
〔
史
料
8
〕
に
示
す
。
紙
面
の
関
係
で
翻
刻
も
解

説
も
割
愛
し
た
が
、
32
―
28
は
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
定
め
ら
れ
た
別
所
村

の
取
り
決
め
で
あ
る
。
ま
た
、
32
―
24
は
、
第
四
号
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
松
代
藩
関

係
の
文
書
で
あ
る
。
そ
の
他
、
前
々
節
で
述
べ
た
も
の
以
外
に
、
明
治
六
年
に
作
成

さ
れ
た
旧
藩
に
対
す
る
債
権
関
係
文
書
等
が
含
ま
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

津
田
秀
夫
文
庫
の
松
原
村
と
別
所
村
の
目
録
を
作
成
し
、
そ
の
一
部
の
翻
刻
を
す

る
と
と
も
に
、
若
干
の
解
説
を
行
っ
た
。
津
田
秀
夫
文
庫
の
古
文
書
の
点
数
は
膨
大

で
あ
り
、
ま
た
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
の
は
ほ
ん
の
一

部
で
あ
る
。
解
説
も
不
十
分
で
、
問
題
提
起
に
終
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と

を
お
許
し
願
い
た
い
。
こ
の
文
庫
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
は
宝
の
山
で
あ
る

と
思
っ
た
。
今
後
、
多
く
の
方
々
に
ご
活
用
願
え
れ
ば
と
思
う
。
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�
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村
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治
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郎
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之
事
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東
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田
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弐
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七
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五
斗
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升
九
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（
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落
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史
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―
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文
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事
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田
壱
反
八
分�

分
米
壱
石
五
斗
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断
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上
田
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壱
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弐
拾
三
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石
壱
斗
六
升
弐
合　

一
居
屋
敷
壱
畝
拾
六
分�

分
米
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斗
九
升
九
合　

一
建
家
壱
ヶ
所�

梁
行
弐
間　

屋
根
藁
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桁
行
三
間

　

但
東
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半
間
通
り
庇
瓦
葺
、
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方
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町
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し
き
瓦
葺

　
　

戸
障
子
六
本
、
釘
打
之
品
不
残
有
姿
之
侭
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一
雪
隠
壱
ヶ
所�

梁
行
四
尺　

�

桁
行
六
尺　

　

但
右
釘
打
之
品
不
残

右
点
数
之
通
我
等
所
持
仕
候
処
、
此
度
其
許
へ
質
物
ニ
差
入
、
則
銀
子
五
百
五
拾

目
借
用
仕
、
慥
ニ
請
取
申
処
実
正
也
、
尤
返
済
之
儀
ハ
来
酉
十
一
月
限
、
急
度
返

済
可
申
候
、
万
一
相
滞
候
ハ
ハ
、
前
書
質
物
不
残
相
渡
可
申
間
、
其
許
御
勝
手
次

第
御
支
配
被
成
候
、
其
時
一
言
之
申
分
無
御
座
候
。
勿
論
右
質
物
ニ
付
、
自
他
之

差
構
毛
頭
無
御
座
候
、
為
後
日
質
物
証
文
仍
如
件

嘉
永
元
申
年
十
二
月�

松
原
村
之
内
上
田　
　
　
　
　
　
　

�

質
物
主　
　

角
左
衛
門　
　

�

同
村
証
人　

清
治
郎　
　
　

　
　

同
村　

太
次
郎
殿

　

小
作
請
負
証
文
之
事

字
谷

一
上
田
壱
反
八
分�

分
米
壱
石
五
斗
四
升

同
断

一
上
田
七
壱
畝
弐
拾
三
分�

分
米
壱
石
壱
斗
六
升
弐
合

一
居
屋
敷
壱
畝
拾
六
分�

分
米
三
斗
九
升
九
合

一
建
家
壱
ヶ
所�

梁
行
弐
間　

屋
根
藁
葺

�

桁
行
三
間

一
雪
隠
壱
ヶ
所�

梁
行
四
尺

�

桁
行
六
尺

右
ハ
我
等
所
持
仕
候
処
、
此
度
別
紙
証
文
を
以
其
許
へ
質
物
ニ
相
渡
銀
子
五
百
五

拾
目
借
用
仕
処
実
正
也
、
然
ル
処
我
等
勝
手
ニ
付
、
小
作
仕
度
段
対
談
候
処
、
其

許
御
承
知
被
下
直
小
作
仕
候
、
然
上
ハ
作
中
御
年
貢
諸
役
等
我
等
方
ヨ
リ
相
勤
、

外
ニ
作
徳
家
賃
銀
と
し
て
、
壱
ヶ
月
五
匁
五
厘
宛
豊
込
之
無
差
別
来
酉
十
一
月
限

急
度
相
済
可
申
候
、
万
一
相
滞
候
義
御
座
候
ハ
ゝ
、
小
作
請
負
人
ヨ
リ
急
度
相
弁

可
申
候
、
為
後
日
小
作
請
負
証
文
仍
如
件

　

嘉
永
元
申
年
十
二
月�

松
原
村
之
内
上
田　
　
　
　
　
　
　

�

質
物
主　
　

角
左
衛
門　
　

�

同
村
証
人　

清
治
郎　
　
　

　
　

同
村　

太
次
郎
殿

〔
史
料
3
〕　

34
―
42

　

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

�

丹
北
郡
松
原
村
之
内
上
田　
　
　
　

�

百
姓　

忠
兵
衛　
　

一
御
本
丸
御
炎
上
ニ
付
、
諸
家
様
ヨ
リ
御
上
納
金
有
之
、
就
而
ハ
、

御
殿
様
ニ
茂
三
千
両
御
上
納
ニ
御
座
候
間
、
近
年
御
改
革
中
之
儀
ニ
付
、
右
御
上

納
金
御
領
分
中
江
御
手
伝
之
儀
御
沙
汰
之
趣
村
方
御
役
人
中
ヨ
リ
、
奉
承
知
候

処
、

御
初
入
以
来
御
代
々
奉
蒙　

御
高
恩
候
儀
ニ
付
、
当
時
ケ
成
ニ
暮
居
候
ハ
ゝ
、
相

応
之
御
調
達
茂
仕
度
所
存
ニ
ハ
御
座
候
得
共
、
今
以
身
薄
も
の
故
、
不
及
心
底

併
此
度
旧
来
奉
蒙　

御
高
恩
候
為
冥
加
金
六
両
二
分

御
殿
様
御
手
許
江
献
金
仕
度
奉
願
上
候
、
誠
ニ
聊
ニ
御
座
候
得
共
、
被
為
遊　

御



七
〇

繰
合
上
納
金
聞
済
被
為
成
下
候
ハ
ゝ
、
兼
而
之
志
願
相
叶
、
重
々
難
有
仕
合
ニ

奉
存
候
、
以
上

右
之
通
乍
御
苦
労
御
願
上
被　

成
下
度
奉
願
上
候
以
上

　

万
延
元
庚
申
年
四
月�

右　

忠
兵
衛　
　
　

�

組　

四
兵
衛　
　
　

�

安
右
衛
門　
　

庄
屋　

松
川
吉
次
郎
殿

右
之
通
奉
願
上
度
段
申
出
候
ニ
付
、
加
印
仕
差
上
申
候
、
以
上

�

年
寄　

武
左
衛
門
（
他
一
名
）　

�

庄
屋　

松
川
太
次
郎 　
　
　
　

吉
村
七
右
衛
門
殿

志
村
七
郎
兵
衛
殿

〔
史
料
4
〕　

11
―
13

　

乍
憚
口
上

�

松
原
村
之
内
上
田　

角
右
衛
門　

右
之
者
平
日
心
得
方
宣
第
一
農
業
出
精
仕
、
御
年
貢
米
拵
等
之
節
茂
、
念
入
家
事

倹
ニ
相
暮
、
当
村
所
持
高
六
石
余
ニ
御
座
候
而
、
其
余
三
反
程
小
作
仕
、
専
百
姓

入
情
仕
候
、
然
ル
処
五
ヶ
年
以
前
辰
年
、
御
調
達
加
入
之
儀
申
諭
候
処
、
早
速
壱

貫
目
出
銀
仕
候
ニ
付
、
加
入
い
た
し
置
申
候
、
然
ル
処
此
度
献
金
之
儀
、
村
役
人

共
よ
り
申
添
候
処
、
右
角
右
衛
門
神
妙
成
申
口
、
我
等
母
妻
子
ニ
到
迄
安
穏
ニ
相

暮
候
儀
ハ
全
御
殿
様
奉
蒙　

御
大
恩
百
姓
相
続
仕
候
儀
、
難
有
御
事
ニ
候
、
依
之

御
報
御
聊
ニ
候
得
共
、
金
三
両
弐
歩
献
金
仕
度
段
申
出
候
、
身
分
六
石
余
所
持
高

小
作
仕
度
候
も
の
ニ
ハ
、
格
別
出
精
奉
存
候
、
外
百
姓
并
ニ
見
競
候
得
ハ
目
立
候

ニ
付
、
右
等
の
心
得
宣
儀
ハ
、
村
中
之
鏡
ニ
茂
相
成
可
申
事
ニ
奉
存
候
ニ
付
、
此

段
御
手
拝
奉
申
上
候
間
御
聞
置
可
被
成
下
候
様
願
上
候
、
以
上

　

万
延
元
庚
申
年
四
月�

右
村
庄
屋　
　
　
　
　
　
　

�

松
川
太
次
郎　
　
　
　

　

吉
村
七
右
衛
門
殿

　

吉
村
七
郎
兵
衛

〔
史
料
5
〕　

16
―
17
―
1

　
　

為
取
替
一
札
之
事

一
松
原
村
上
田
領
内
ニ
有
之
候
、
字
鯉
の
池
用
水
備
水
溜
候
節
、
新
堂
領
御
田
地

江
差
支
相
成
候
ニ
付
、
今
度
西
大
塚
村
伊
右
衛
門
取
噯
を
以
、
双
方
得
心
之
上

和
済
相
調
候
訳
左
之
通

一
右
鯉
の
池
用
水
溜
候
ニ
付
、
今
度
右
之
池
西
堤
ニ
有
之
候
建
樋
付
之
伏
樋
之
南

之
方
ニ
分
量
石
双
方
方
村
役
人
并
地
主
取
噯
人
立
会
伏
置
候
間
向
後
池
之
側
廻

り
之
新
堂
領
上
田
領
共
御
田
地
稲
作
仕
附
之
年
ハ
田
毎
作
人
一
同
申
合
稲
作
を

一
同
ニ
仕
附
木
綿
作
仕
付
之
年
茂
田
毎
作
人
一
同
ニ
申
合
木
綿
作
を
一
同
ニ
仕

付
候
様
ニ
双
方
村
役
人
よ
り
可
申
付
候
、
尤
作
人
違
背
為
致
間
敷
候

一
稲
作
仕
附
之
年
ハ
、
分
量
名
上
端
限
ニ
水
満
可
申
事

一
木
綿
作
仕
附
之
年
ハ
、
分
量
名
切
迄
之
所
沼
ニ
水
溜
可
申
事

一
年
々
夏
至
廿
日
以
前
迄
ハ
、
冬
作
之
差
支
ニ
不
相
成
候
様
、
水
満
可
申
事

一
夏
至
廿
日
前
過
候
得
共
、
稲
作
歟
木
綿
作
歟
其
年
之
毛
附
も
の
ニ
応
、
分
量
石

之
通
水
溜
可
申
事



七
一

右
之
通
双
方
得
心
之
上
相
済
申
候
、
依
之
後
日
為
無
違
乱
、
双
方
庄
屋
年
寄
百
姓

代
并
地
主
取
噯
人
連
判
、
証
文
為
取
替
置
候
仍
而
如
件

　

享
和
三
亥
年
十
二
月

�

松
原
村
新
堂　

庄
屋　

作
右
衛
門
（
他
一
名
）　

�

年
寄　

重
郎
兵
衛
（
他
一
名
）　

�

百
姓
代　

元
右
衛
門
（
他
二
名
）　

�

作
人　

久
右
衛
門
（
他
一
名
）　

�
松
原
村
上
田　

庄
屋　

市
兵
衛
（
他
一
名
）　　

�

年
寄　

義
兵
衛
（
他
一
名
）　　

�
百
姓
代　

万
右
衛
門
（
他
一
名
）　

�
作
人　

治
右
衛
門
（
他
一
名
）　

�

西
大
塚
村　

取
噯
人　

伊
左
衛
門 　
　
　
　
　

〔
史
料
6
〕　

34
―
36

　

一
札

一
我
々
組
内
又
兵
衛
義
不
如
意
ニ
付
、
此
度
諸
道
具
売
払
候
付
、
村
借
用
并
ニ
連

判
等
ハ
家
屋
敷
引
当
ニ
取
置
、
我
々
共
江
引
請
申
候
処
実
正
也
、
然
ル
上
ハ
済

口
之
節
我
々
共
ヨ
リ
急
度
相
立
可
申
候
、
其
為
引
請
証
文
以
如
件

　

天
明
八
申
年
十
二
月�

松
原
村
上
田　

又
兵
衛
五
人
組　
　

�

与
惣
兵
衛　
　
　
　

�

七
兵
衛　
　
　
　
　

�

小
兵
衛　
　
　
　
　

�

さ
よ　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

村
役
人
中��

〔
史
料
7
〕　

35
―
9

　
　

加
入
銀
証
文
之
事

　

一
合
銀
百
五
拾
貫
目
也　
　
　
　
　

但　

御
利
足　

月
七
朱
半

右
ハ　

御
献
金
御
用
達
銀
六
百
貫
目
之
内
、
為
加
入
慥
ニ
請
取
、
上
納
申
所
実
正

也
。
然
ル
上
ハ
、
来
亥
年
暮
ヨ
リ
来
卯
年
暮
迄
、
五
ヶ
年
割
合
、
御
利
足
相
加
ヘ
、

元
利
共
急
度
相
渡
可
申
候
、
為
後
証
仍
而
如
件

　

天
保
九
戌
年
八
月�

日
置
新
十
郎　
　
　
　
　

�

吉
村
麟
之
助　
　
　
　
　

�

日
置
五
郎
右
衛
門　
　
　

�

吉
村
七
右
衛
門　
　
　
　

　
　
　
　

中
山
善
右
衛
門
殿

〔
史
料
8
〕　

35
―
19

　

一
札

一
此
度
、
其
元
ニ
而
借
用
銀
返
済
之
内
、
以
相
対

　

御
領
主
様
御
見
込
銀
八
百
四
拾
目
、
三
拾
目
ヅ
ゝ
廿
八
年
分
、
御
差
続
被
下
候

処
、
実
正
也
、
然
ル
上
ハ
、
毎
年
三
拾
目
ツ
ゝ
御
下
ヶ
有
之
次
第
、
其
元
江
御

引
取
可
被
下
候
、
御
受
印
形
之
義
ハ
、
我
等
毎
年
無
異
儀
可
仕
候
、
右
ニ
付
自

他
之
差
構
等
、
決
而
無
御
座
候
、
為
後
証
如
件

　

文
政
十
一
年
子
八
月
日

�

南
花
田
村　
　
　
　
　



七
二

�

幸
右
衛
門　
　

�

証
人　

治
兵
衛　
　
　

�

同
断　

平
三
郎　
　
　

　
　
　
　

中
山
善
右
衛
門
殿

前
書
之
通
致
承
知
候
我
等
ヨ
リ
毎
暮
相
渡
可
申
候
、
以
上

�

同
村
庄
屋　

利
兵
衛　
　
　



七 三

河内国丹北郡松原村関係文書目録

通番 整理番号 年　月　日 文　　書　　名 作成者・差出人 宛　　名 形　態 員　数 備　　　　考

1 11－ 2 宝永 2酉 樋数帳　松原村之内上田 松原村庄屋 堤御奉行所様江
　差上候控

竪帳 1 虫破損あり
樋数合67ヶ所

2 11－ 3 文久 3亥. 9 約定書之事（村貸銀返済之事） 丈六村重百姓　彦兵衛（他 5名） 松川太次郎殿 竪帳 1 下記「約定書」共1冊

同上 文久 3亥. 9 約定書 松原村之内上田
　噯人　庄屋　松川太次郎

丈六村　御役人中
并　重役人中

竪帳 11－55と同じ

3 11－ 6 万延元.庚申 4 献金名前覚 丹北郡松原村上田
　庄屋　松川太次郎
　年寄　九右衛門、武右衛門

（宛名なし） 竪帳 1 34－40�および�34－41�と同じ内容

4 11－13 万延元.庚申 4 乍憚口上
　松原村之内上田　角右衛門
　（三両弐分献金仕）

松原村　庄屋　松川太次郎 吉村七右衛門殿
吉村七郎兵衛殿

竪帳 1 〔史料 4〕

5 11－23 文化11戌. 2 .27 乍恐以書付御届奉申候
松原村之内上田
（……寺池北堤……ニ年五拾才余老
人と相見候男行倒居候旨……）

年寄　市郎右衛門
庄屋　市兵衛

大野清右衛門様
外丸利兵衛様
上野清兵衛様
原田周吾様
藤江瀧右衛門様

竪帳 1

6 11－50 天明元辛丑. 5 一札（松原村上田領字寺池為取替）
（末尾に「寛政十一己未三月庄屋
　市兵衛写之置申候」と記載）

河州丹北郡松原村之内上田
　庄屋　八郎右衛門
　年寄　弥十郎　（他 2名）
同国同郡西阿保村
　庄屋　長兵衛
　年寄　彦平　　（他 1名）
同国同郡東阿保村
　庄屋　七兵衛
　年寄　為八　　（他 1名）
同国同郡田井城村
　庄屋　庄兵衛
　年寄　直次郎　（他 1名）

（宛名なし） 一紙 1 虫破損あり
�34－33�と同文
但し、34ｰ33には印あり

7 11－55 文久 3亥. 9 約定書（村貸銀返済之事） 噯人　松原村　庄屋
　松川大治郎

丈六村　御役人中
并重百姓中

一紙 1 11－ 3 と同じ



七 四

通番 整理番号 年　月　日 文　　書　　名 作成者・差出人 宛　　名 形　態 員　数 備　　　　考

8 11－61 寛政 7卯.12 田地質入証文之事 丹北郡松原村上田　
　質主　重郎兵衛
　同　四兵衛
　同　平助

（宛名なし） 一紙 1 虫破損あり
借用銀： 3貫986匁42
田計：27.712石
143.8匁/石、利足：月 9朱

同 12月 （前書之通相違無御座候） 同村重郎兵衛五人組　佐右衛門
　四兵衛五人組　文治郎
　兵助五人組　徳兵衛
　年寄　与兵衛　　（他 1名）
　庄屋　市兵衛

長曽根村　籾蔵　
　御役所掛り
　村役人中

一紙 上記共 1枚
重郎兵衛分� 12筆　　　
四兵衛分� 3 筆　　　
兵助分� 4 筆　　　

9 11－88 年月日なし 乍恐口上　松原村之内上田
（鯉之池新溝願取止メ之事）

吉右衛門、与兵衛　（他 3名） （宛名なし） 一紙 1 願は34－27
（文化 2年11月 7 日）

10 14－33 嘉永元申.12 質物ニ相渡申証文之事　　 松原村之内上田　
　質物主　角左衛門
　同村証人　清治郎

同村　太治郎殿 一紙 1 借用銀：200目　〔史料 1〕
田　計：1.085石
184匁/石

同上 （欠落） 小作請負証文之事 （欠落） （欠落） 一紙 上記共1枚、下部欠落

11 14－34 嘉永元申.12 質物ニ差入申証文之事　　 松原村之内上田　
　質物主　角左衛門
　同村証人　清治郎

同村　太治郎殿 一紙 1 貼付はずれ　〔史料 2〕
借用銀：550目
屋敷・田計：3.104石

12 14－35 嘉永元申.12 小作請負証文之事 松原村之内上田　
　小作人　角左衛門
　同村証人　清治郎

同村　太治郎殿 一紙 1 貼付はずれ
上記と同じ屋敷・田
小作料・家賃：月5.5匁

13 14－36－1 嘉永 3戌. 9 質物ニ相渡申証文之事　　 松原村之内上田　
　質物主　茂兵衛
　同村証人　加祢

同村　太治郎殿 一紙 1 貼付はずれ
借用銀：500目
屋敷・田計：0.989石

14 14－36－2 嘉永 3戌. 9 小作家賃銀證文之事　 松原村之内上田　
　小作人　茂兵衛
　小作請負人　加祢

同村　太治郎殿 一紙 貼付はずれ
上記共 1枚



七 五

通番 整理番号 年　月　日 文　　書　　名 作成者・差出人 宛　　名 形　態 員　数 備　　　　考

15 16－17－1 享和 3亥.12 為取替一札之事
（松原村上田領内ニ有之候字鯉之
　池用水備水溜候節）

松原村新堂
　庄屋　作右衛門　（他 1名）
　年寄　重郎兵衛　（他 1名）
　百姓代　喜平次　（他 2名）
　作人　久右衛門　（他 1名）
松原村上田
　庄屋　市兵衛　　（他 1名）
　年寄　義兵衛　　（他 1名）
　百姓代　万右衛門（他 2名）
　作人　治右衛門　（他 1名）
西大塚村　取噯人　伊左衛門

（宛名なし） 一紙 1 〔史料 5〕

16 16－17－2 寛政 2戌. 3 預り申銀子之事
（御上納銀不足ニ付）

松原村上田　
　百姓代　吉右衛門　（他 1名）
　年寄　茂兵衛　他 2名
　兼帯庄屋　長兵衛

市兵衛殿 一紙 1 虫破損あり
借用銀： 1貫375匁
（利足数値記載なし）

17 26－42 寛政 3亥.9 （質物ニ相渡証文） 質物主　上田　太郎兵衛
　請負人同村　甚助　
　請人同村　嘉左衛門（他 3名）
（奥印）松原村上田庄屋　市兵衛

（宛名欠落） 一紙 1 前部欠落
借用銀：320目
田計：2.498石
128.1匁/石

同上 寛政 3亥.9 一札之事 同村小作人　太郎兵衛 （宛名なし） 一紙 小作料：年60目（月1.88％）

同上 寛政 3亥.9 小作証文之事 小作請負人　甚助 上田村　九兵衛殿 一紙 上記 2点とも 1枚

18 34－1 天保11子.正月 預り申銀子之事
（今度要用ニ付）

松原村之内上田
　銀預り主　源兵衛　（他 7名）

同村　太治郎殿 一紙 1 虫破損あり
借用銀：700目、利足：月 1分

19 34－2 寛政 5丑.12 預り申銀子之事
（我々中慥ニ請取預リ申処）

松原村上田　
　市兵衛　（他 6名）

紺屋　市左衛門殿 一紙 1 虫破損あり
借用銀： 2貫目、利足：月 1分

20 34－3 寛政 4子. 3 .26 預り申銀子之事
（村方要用之儀ニ付）

松原村上田　
　銀預り主　庄屋　市兵衛
　　　　　　年寄　茂兵衛（他 1名）

岡村　伊左衛門殿 一紙 1 虫破損あり
借用銀： 2貫500目
（利足数値記載なし）

21 34－4 嘉永 3戌.12 預り申銀子之事　
（端裏書　上田茂兵衛）

松原村之内上田　
　銀預り主　茂兵衛　（他 1名）��

松原村之内岡
　正田儀左衛門

一紙 1 借用銀：104匁 6 分 6 厘
利足：月 1分

22 34－5 嘉永 4亥.12 預り申銀子之事　
（端裏書　亥年　利平）

松原村之内上田
　銀預り主　利平

同村　太治郎殿 一紙 1 貼付はずれ
借用銀：250匁、利足：月 1分

23 34－6 寛政元酉.12 預り申銀子之事　
（端裏書　五郎左衛門）

預り主　上田　五郎左衛門（他 2名） 同村　市兵衛殿 一紙 1 借用銀：61匁 6 分
（利足数値記載なし）

24 34－7 弘化 3午.12　 預り申銀子之事　 松原村之内上田　
　銀預り主　茂兵衛　

同村　太治郎殿 一紙 1 借用銀：300目
利足：月 1分



七 六

通番 整理番号 年　月　日 文　　書　　名 作成者・差出人 宛　　名 形　態 員　数 備　　　　考

25 34－8 寛政 7卯. 5 預り申銀子之事　
（上納銀ニ差詰リ）

河州丹北郡　松原村ノ内上田
預り主　百姓代　兵助　　（他 3名）
　　　　同年寄　与平治　（他 1名）
　　　　同庄屋　市兵衛

（宛名欠落） 一紙 1 虫破損あり
借用銀： 2貫目
（利足数値記載なし）

26 34－9 嘉永 3戌.12 質物江相渡申証文之事 松原村之内上田　質物主　せき
　代印　儀兵衛
　同村請負人　安右衛門
　同村同断　　�角左衛門

同村　太治郎殿 一紙 1 借用銀：637匁
屋敷：0.347石
1850匁/石
利足：月 1分

27 34－10 弘化 4未.11 質物江相渡申証文之事 松原村之内上田
　質物主　助治郎
　同村請負人　儀右衛門
　奥印　右村年寄　九右衛門

同村　太治郎殿 一紙 1 借用銀：400目
屋敷：0.172石
2326目/石
（利足数値記載なし）

28 34－11 天保12丑.11 質物江相渡申建家之事 松原村之内上田　
　質物主　磯右衛門

（宛名欠落） 一紙 1 借用銀192匁
建家のみ、利足：月 1分

29 34－12 弘化 5申.正月 質物相渡申証文之事 松原村之内上田　
　質物主　茂兵衛
　同村証人　安右衛門　

同村　太治郎殿 一紙 1 貼付はずれ
借用銀：400目
田：1.605石、249.2目/石

同上 弘化 5申.正月 小作請負証文之事 松原村之内上田�小作人�茂兵衛
　同村証人　安右衛門　

同村　太治郎殿 一紙 上記共1枚
小作料：月 4匁（ 1 %）

30 34－13 嘉永 3戌.12 質物相渡申証文之事 松原村之内上田　
　質物主　利平
　同村証人　金右衛門

同村　太治郎殿 一紙 1 借用銀：350目
屋敷・田計：2.152石

同上 嘉永 3戌.12 小作請負証文之事 松原村之内上田　小作人　利平
同村証人　金右衛門

同村　太治郎殿 一紙 上記共1枚
小作料：月 3匁 5分（ 1 %）

31 34－14 嘉永元申.12 質物ニ相渡申証文之事 松原村之内上田　
　質物主　徳次郎
　同村證人　仁兵衛

同村　伊右衛門殿 一紙 1 貼付はずれ
借用銀：500目
田計：2.893石、172.8目/石

同上 嘉永元申.12 小作請負証文之事 松原村之内上田�小作人�徳治郎
　同村証人　仁兵衛

村　伊右衛門殿 一紙 上記共 1枚
小作料：月 5匁（ 1 %）

32 34－15 文化 2丑. 3 借用申銀子之事 松原村上田　銀借用主
　百姓代　惣左衛門（他 1名）
　年寄　市右衛門　（他 1名）
　庄屋　与平治　　（他 1名）

（宛名欠落） 一紙 1 全体を×で消す
借用銀： 3貫目
利足：月 1分



七 七

通番 整理番号 年　月　日 文　　書　　名 作成者・差出人 宛　　名 形　態 員　数 備　　　　考

33 34－16 文久元辛酉.12 御借入銀証文之事 日置大八郎
吉村七郎兵衛
中山善右衛門
日置孫左衛門
吉村七右衛門

松原村之内上田　
　松川太治郎殿

一紙 1 虫破損あり
借用銀： 2貫500目
利足：閏年除き月 6朱
期間：10年

34 34－17 寅11月 差入申御田地質物証文之事 上田村　質主　新治郎
　同村証人　武兵衛
　（奥印）　右村庄屋　太治郎

一紙 1 虫破損あり
借用銀：200目
田計：1.077石、185目/石

同上 安政元寅.12 （小作証文） 上田村　小作人　新治郎
　同村証人　武兵衛

松原村岡
　仁左衛門殿

一紙 上記共 1枚
小作料：月 1匁 2分

35 34－18 安政 6未.2 質物ニ相渡申証文之事 松原村之内上田　質物主　磯七
　質物主　磯七
　同村請負人　角左衛門

同村　新右衛門殿 一紙 1 借用銀：250目
田計；1.969石、127目/石
米代銀：月 2匁 5分

36 34－19 寛政 7卯.3 質物ニ差入申御田地之事 質物主　松原村上田　万右衛門
　請負人　同村与平治
　（奥印）　松原村之内上田
　庄屋　　市兵衛

松原村岡　
　儀左衛門殿

一紙 1 貼付はずれ
借用銀：589匁 7 分
田計：2.6石
226.8匁/石

同上 寛政 7卯.3 小作証文之事 同村　小作人　万右衛門
　請負人　同村与平治

松原村岡
　儀左衛門殿

一紙 作徳銀：年120匁
（月1.7％）

同上 寛政 7卯.3 小作請証文之事 同村　小作人　万右衛門
　小作請負人　同村与平治

松原村岡
　儀左衛門殿

一紙 上記 2文書共 1枚

37 34－20 寛政 4子.12 質物ニ差入申家屋敷之事
（端裏書　伊平治）

松原村上田　借主　伊平治
　同村　證人　三右衛門

同村　市兵衛殿 一紙 1 虫破損あり
借用銀：125匁
屋敷計：0.316石
366匁/石、利足： 1分 2朱

38 34－21 寛政元酉.12.10 家質証文之事 河州丹北郡　松原村
　上田　質主　吉兵衛

太子堂村
　藤兵衛殿

一紙 1 借用銀：300目
屋敷：0.394石
761目/石

同上 寛政元酉.12.10 （請負証文） （請負人奥印）　同村兼帯庄屋
　西阿保村　長兵衛
　同村年寄　与兵衛（他 3名）

太子堂村
　藤兵衛殿

一紙 上記共 1枚
利足：月 1分

39 34－22 寛政 5丑.11 借申連判證文之事 上田借主　萬右衛門、源六
　　　　　仁右衛門

市兵衛殿 一紙 1 借用銀：480目
利足：年60匁（月 1％）



七 八

通番 整理番号 年　月　日 文　　書　　名 作成者・差出人 宛　　名 形　態 員　数 備　　　　考

40 34－23 寛政 2戌. 6 質物ニ差入申家屋敷之事 質物主　さわ
　証人　三右衛門

（宛名欠落） 一紙 1 借用銀：130匁
屋敷：0.264石
492.4匁/石
（利足数値記載なし）

41 34－24 文化 2丑.10 譲り置一札之事
（家屋敷・田地・道具不残、悴へ）

親　松原村上田　助治郎 （宛名なし） 一紙 1

42 34－25 享和 3亥. 7 一札之事（池守役之事）
（端裏書　五郎右衛門一札）

同村　五郎右衛門
同村　挨拶人　万右衛門　（他 6名）

村衆中様 一紙 1 34－26と同文
印なし

43 34－26 享和 3亥. 7 一札之事（池守役之事）
（端裏書　此一札ハ池汁入申候
一札写置申候　五郎右衛門）

同村　五郎右衛門
同村　挨拶人　万右衛門　（他 6名）

村衆中様 一紙 1 34－25と同文
印あり

44 34－27 文化 2丑.11. 7 乍恐以書付御願奉申上候
　松原村上田　
　（端裏書　鯉の池新溝願写）

与平治　(他10名） 御役人様 一紙 1 関連：34－30
11－88で願取り下げ

45 34－28 文政 6未. 6 .24 一札（ほのか池用水残水売払ニ付　
　御詫申上候事）

上田　　甚兵衛
　　　　重兵衛
取噯人　同村　重郎兵衛

御役人中 一紙 1 虫破損あり

46 34－30 文化 4卯. 6 . 2 乍恐口上　松原村上田
（溜池鯉之池水引新溝願上候事）
　（端裏書　済）

年寄　吉右衛門　（他 2名）
庄屋　与兵衛　　（他 1名）

小野沢左五兵衛様
大野清右衛門様
上野清兵衛様

一紙 1

47 34－33 天明元辛丑. 5 一札（寺池ハ往古ヨリ両阿保村田井
　城村用水溜池有之候処右池北堤
　かさ置いたし水浚候得ハ上田方御
　田地江差支ニ付）
　（裏端書　天明元丑 5月　松原村
　上田領字寺池為取替一札之事
　松原村上田両阿保村田井城村）

河州丹北郡松原村之内上田
　庄屋　八郎右衛門
　年寄　弥十郎　（他 2名）
同国同郡西阿保村
　庄屋　長兵衛
　年寄　彦平　　（他 1名）
同国同郡東阿保村
　庄屋　七兵衛
　年寄　為八　　（他 1名）
同国同郡田井城村
　庄屋　庄兵衛
　年寄　直次郎　（他 1名）

（宛名なし） 一紙 1 貼付はずれ
包紙
11－50と同文

48 34－34 文政13寅. 2 一札（樹木持帰不埒之趣ニ付
　御詫證文之事）

新堂　吉右衛門
名村　年寄　八兵衛　（他 2名）
　　　庄屋　助市郎
立部村　老分庄屋　又治郎

松原村之内上田　
御役人中

一紙 1



七 九

通番 整理番号 年　月　日 文　　書　　名 作成者・差出人 宛　　名 形　態 員　数 備　　　　考

49 34－35 文化 2丑. 9 為取替證文之事
（松原村之内新堂領字下の池之内
　ニ土砂留メ堤出来候ニ付同村之
　内上田ヨリ田畑差支ニ相成候ニ付）

松原村之内新堂
　庄屋　作右衛門　（他6名）
松原村之内上田　
　庄屋　市兵衛　（他6名）
西大塚村
　庄屋　伊左衛門

（宛名なし） 一紙 1 虫破損あり

50 34－36 天明 8申.12 一札　（又兵衛不如意ニ付村
　借用并連判等者家屋敷引
　取置我々共引請申候）

松原村上田　又兵衛五人組
　与惣兵衛、七兵衛、小兵衛、さよ

村役人中 一紙 1

51 34－37 明和 3戌.11 乍恐以書付御断奉申上候
　（海道筋繕ひ普請仕度候）
　（端裏書�表書之通御改奉申上候所
　 此書付留置候）

同村（阿保村）
　年寄　甚兵衛　（他1名）
松原村上田　
　庄屋　作左衛門

坂東善助様
松宮又右衛門様

一紙 1

52 34－40 万延元申. 4 献金名前書上帳
丹北郡松原村上田

右村庄屋　松川太治郎
　年寄　九右衛門
　　　　武右衛門

（宛名なし） 竪帳 1 11－ 6 ・34－41と同内容

53 34－41 万延元庚申. 4 覚　丹北郡松原村之内上田 右村庄屋　松川太治郎
　年寄　九右衛門
　　　　武右衛門

（宛名なし） 竪帳 1 シミ汚れ
11－ 6 ・34－40と同内容

54 34－42 万延元庚申. 4 乍恐以書付奉願上候
　丹北郡松原村上田
　百姓　忠兵衛

右　忠兵衛
組　四兵衛
　　安右衛門

庄屋　松川太治郎殿 竪帳 1 虫破損あり　〔史料 3〕

（右之通奉願上度段申出候
　ニ付加印仕差上申候）

　年寄　九右衛門
　　　　武右衛門
　庄屋　松川太治郎

吉村七右衛門
吉村七郎兵衛

竪帳 虫破損あり
上記共 1冊

55 34－43 寛政12申. 3 乍恐以書付御願
　（市兵衛江以前之通庄屋役
　 被為仰付候様願上候）

松原村上田　百姓惣代　武兵衛
　同　乙市、同　種右衛門、
　同　孫四郎

三郡　大庄屋衆中様 一紙 1



八 〇

通番 整理番号 年　月　日 文　　書　　名 作成者・差出人 宛　　名 形　態 員　数 備　　　　考

56 34－44 享保 7壬寅. 6 .21 （書き出し部欠落）
（田井城村阿保村水論裁許之事）

豊前
肥後

河州丹北郡田井城村
　庄屋年寄惣百姓
同郡両阿保村
　庄屋年寄惣百姓
同郡松原村　池守

一紙 1 貼付はずれ

同上 （享保 7）.寅 6 .21 （水論裁許ニ付絵図裏書文言
　下置者也）

豊前
肥後

河州丹北郡松原村
　池守

一紙

同上 安永 2巳.10. （右裁許写本紙共奉差上候外
　相違御座無候）

松原村庄屋
　八郎右衛門

柴田平内様
河内市太夫様
佐藤順右衛門様

一紙

57 34－45 （年月日なし） 絵図（ひのか池用水道字受地
悪水落込場所）（彩色なし）

（作成者不詳） （宛名なし） 1 39.7cm×27.2cm

58 34－46 （年月日なし） 上田村絵図　（彩色あり） （作成者不詳） （宛名なし） 1 貼付はずれ
54cm×39.5cm

59 34－47 寛政 7卯.10 乍恐以書付御願申上候
（宿坊病気ニ付退寺御免願）

松原村上田
善法寺宿坊　達空
庄屋
年寄

黒川
戸木
野村
鈴木

一紙 1

60 34－51 弘化 2巳 （松原村上田分組勘定）
（高八百弐拾弐石弐斗六升七合）

（作成者不詳） （宛名なし） 横帳 24

同上 弘化 3午

同上 弘化 4未

同上 嘉永元申

同上 嘉永 2酉

同上 嘉永 3戌

同上 嘉永 4亥

同上 嘉永 5子

同上 嘉永 6丑

同上 安政元寅

同上 安政 2卯.11

同上 安政 3辰.11

同上 安政 4巳

同上 安政 5午.11



八 一

通番 整理番号 年　月　日 文　　書　　名 作成者・差出人 宛　　名 形　態 員　数 備　　　　考

60
続

34－51 安政 6未.11

同上 万延元申

同上 万延 2酉

同上 文久 2戌

同上 文久 3亥

同上 元治元子

同上 慶応元丑

同上 慶応 2寅

同上 慶応 3卯

同上 明治元辰

通番 整理番号 年　月　日 文　　書　　名 作成者・差出人 宛　　名 形　態 員　数 備　　　　考

1 31－37 明治 8 . 9 .25

明治 8 . 9 .15

田地屋敷書入証書之事

（前書之通無相違致承知候也）

和泉国第三区三小区　中庄村
　書入人　平松角次郎
　受人　里井良平
四小区壱番組
　戸長　喜多久下
��副戸長　角谷栄時　（他 2名）

大塚三良平殿
河盛仁平殿

一紙 1 借用金：900円
利足：月 1分
担保：田・屋敷　
　　　　（地価計1148.89円）
印紙90銭貼付

2 32－3 明治 5壬申. 7 .18 御調達勘定書　控　
　旧延岡藩・旧村上藩・旧高槻藩・
　旧古河藩・旧土浦藩・旧沼田藩・
　津守家・旧伯太藩・鶴舞藩・
　旧高徳藩・東本願寺・旧淀藩・
　旧松代藩・旧上田藩・旧館林藩

河内国19区丹北郡　別所村
　中山　善治

大蔵省　御出張所 竪帳 1 天保以降の各藩等への
貸付金明細
表紙とも54丁

3 32－4 明治16.11 御届書（新公債・旧公債所有ﾆ付） 河内国19区丹北郡�別所村三番地
　中山　善治

大坂府知事
　建野郷三殿

竪帳 1 罫紙 2枚とじ

4 32ｰ7 宝永 2 .酉 5 河州北郡別所村明細帳 別所村　庄屋　善右衛門、
　年寄　平右衛門　（他 3名）
　（その他54名連印）

萩原郷右衛門様
土橋藤太夫様
山本治郎左衛門様

竪帳 1 虫破損あり、
高：553.687石、家数：83
人数：474

5 32－27 寛政 5丑.正月 乍憚口上（御年貢御廻米渡世逼迫
　ニ付年賦金借用）

大和川筋剣先船問屋
　和泉屋庄七

別所村　御役人衆中 一紙 1 虫破損あり、貼付はずれ

河内国丹北郡別所村関係文書目録



八 二

通番 整理番号 年　月　日 文　　書　　名 作成者・差出人 宛　　名 形　態 員　数 備　　　　考

6 32－28 明治 2巳. 4 約定書之事（別所村小入用勘定筋・助
郷人足賃・銀高割・助郷掛り割合勘
定・先納銀借入其他六件に付）

別所村　百姓代�吉右衛門（他 2名）
年寄格　勘三郎（他 1名）
年寄　　　丈助（他 2名）
庄屋　　中山定右衛門
同 　 　中山善右衛門
噯人　上田村　庄屋　松川吉次郎
　　　野遠村　庄屋　織田四郎兵衛

（宛名なし） 一紙 1 虫破損あり、貼付はずれ
包紙あり

7 32－29 享保20卯.10.13 受取申上納銀之事 平野屋五兵衛、
鴻池屋善右衛門

河州丹北郡　別所村
　庄屋　年寄　中

一紙 1 虫破損あり、
御普請御入用銀93.77匁

8 33－25－1 明治 6 .10.17 一札（旧諸藩江出金分新金引替ニ付） 河州別所村　中山善□
　（下部欠落）

井上治郎兵衛殿 一紙 1 虫破損あり

9 33－25－2 明治 6 .10.17 覚（館林　他　内訳） （作成者不詳） （宛名なし） 横帳 1

10 33－25－3 明治 6 .10.17 覚（館林　他　内訳） （作成者不詳） （宛名なし） 横帳 1

11 33－25－4 明治 6 .10.17 覚（館林　他　内訳） （作成者不詳） （宛名なし） 横帳 1

12 33－25－5 明治 6 .10.17 覚（館林　他　内訳） （作成者不詳） （宛名なし） 横帳 1

13 35－5 天保 9戌・8 加入銀証文之事 日置新十郎、吉村麟三助
中山善右衛門、日置五郎右衛門
吉村七右衛門

西島右衛門殿 一紙 1 虫破損あり
御献御用御調達銀600貫目
の内500目、期間 5ヶ年

14 35－6 天保 9戌・8 加入銀証文之事 日置新十郎、吉村麟三助
中山善右衛門、日置五郎右衛門
吉村七右衛門

金田村
利右衛門殿

一紙 1 虫破損あり
御献御用調達銀600貫目
の内 1貫目

15 35－7 天保 9戌・8 加入銀証文之事 日置新十郎、吉村麟三助
中山善右衛門、日置五郎右衛門
吉村七右衛門

中村
数右衛門殿

一紙 1 虫破損あり
御献御用調達銀600貫目
の内 1貫目

16 35－8 天保 9戌・8 加入銀証文之事 日置新十郎、吉村麟三助
中山善右衛門、日置五郎右衛門
吉村七右衛門

別所村
惣右衛門殿

一紙 1 虫破損あり
御献金御用調達銀600貫目
の内 2貫目

17 35－9 天保 9戌・8 加入銀証文之事 日置新十郎、吉村七右衛門
日置五郎右衛門、吉村麟三助

中山善右衛門殿 一紙 1 御献御用調達銀600貫目
の内150貫目、利足月7朱半
〔史料 7〕

18 35－10 天保 9戌・8 加入銀証文之事 日置新十郎、吉村七右衛門
日置五郎右衛門、吉村麟三助

中山善右衛門殿 一紙 1 御献御用調達銀600貫目
の内15貫目

19 35－11 天保 9戌・8 加入銀証文之事 日置新十郎、吉村麟三助
中山善右衛門、日置五郎右衛門
吉村七右衛門

別所村
藤五郎殿

一紙 1 御献御用調達銀600貫目
の内500目



八 三

通番 整理番号 年　月　日 文　　書　　名 作成者・差出人 宛　　名 形　態 員　数 備　　　　考

20 35－12 天保 9戌・8 加入銀証文之事 日置新十郎、吉村麟三助
中山善右衛門、日置五郎右衛門
吉村七右衛門

別所村
太郎兵衛殿

一紙 1 御献御用調達銀600貫目
の内 1貫500目

21 35－13 天保 9戌・8 加入銀証文之事 日置新十郎、吉村麟三助
中山善右衛門、日置五郎右衛門
吉村七右衛門

別所村
友右衛門殿

一紙 1 御献御用調達銀600貫目
の内500目

22 35－14 天保 9戌・8 加入銀証文之事 日置新十郎、吉村麟三助
中山善右衛門、日置五郎右衛門
吉村七右衛門

長曽根村
忠右衛門殿

一紙 1 虫破損あり
御献御用調達銀600貫目
の内 1貫目

23 35－15 天保 9戌・8 加入銀証文之事 日置新十郎、吉村麟三助
中山善右衛門、日置五郎右衛門
吉村七右衛門

別所村
吉右衛門殿

一紙 1 虫破損あり
御献金御用調達銀600貫目
の内 2貫目

24 35－16 天保 9戌・ 8 加入銀証文之事 日置新十郎、吉村麟三助
中山善右衛門、日置五郎右衛門
吉村七右衛門

金田村
孫右衛門殿

一紙 1 御献御用調達銀600貫目
の内2貫目

25 35－17 弘化 4未. 2 一札（調達銀返済并一部残銀之事） 金田村　利右衛門 中山音五郎殿 一紙 1

26 35－18 天保 3辰.12 一�札（銀子入用ニ付御領主様江御用立
銀振替借用之事）

別所村　太郎兵衛 中山善右衛門殿 一紙 1 御用立銀：文政 7年、 2貫目
　15年賦、利足年 5朱

27 35－19 文政11子. 8 一�札（御領主様より差継御下ケ有之次
第御引取被下度候）

南田村　幸右衛門
　証人　治兵衛、宇三郎
　同村庄屋　　利兵衛

中山善右衛門殿 一紙 1 〔史料 8〕

28 35－20 嘉永 5子.12 譲り一札之事　（借用銀譲り渡申候） 譲り主　右川勝三郎 中山善右衛門殿 一紙 1

29 35－21 嘉永 3戌. 2 一札　（借用銀之内江譲り渡申候） 金田村　三右衛門 中山善右衛門殿 一紙 1

30 35－22 天保10亥.12 一札　（借用證文譲り渡申候） 中村　　数右衛門 中山善右衛門殿 一紙 1

31 35－23 天保 9戌.12 一札　（借用證文譲り渡申候） 金田村　孫右衛門殿 中山善右衛門殿 一紙 1 虫破損あり

32 35－24 万延 2辛酉. 2 約定書（借用銀并用場銀手当銀相預り
一札）

（奥印仕候処如件）

真田信濃守
　大坂出役　　原新之丞
　　　　　　　原権右衛門
御用場名代　　加嶋屋栄次郎
　代判　手塚又兵衛
御用場取締方　岡金一郎

中山善右衛門殿 一紙 1 貼付はずれ
虫破損あり

33 35－26 （年号なし）、6.5 （書状）
（書状持参岩助様御出坂被下度候）

大坂ヨリ
　加嶋屋又兵衛
　小橋屋喜兵衛

中山様
岩助様

1 貼付はずれ




